
★
分
別
方
法
の
変
更
★

　

処
理
施
設
の
変
更
に
伴
い
、
左
記
の
と

お
り
燃
え
る
ご
み
の
分
別
方
法
が
変
わ
り

ま
す
。
令
和
４
年
４
月
か
ら
燃
え
る
ご
み

を
出
す
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

詳
し
く
は
、
令
和
４
年
度
の
人
権
・
情

報
カ
レ
ン
ダ
ー
や
東
秩
父
村
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

燃
え
る
ご
み
へ
の
混
入
を

　
　
　
　
　
禁
止
す
る
も
の

　

左
記
に
記
載
す
る
品
目
は
処
理
施
設
の

故
障
や
メ
タ
ン
発
酵
を
阻
害
す
る
原
因
と

な
る
た
め
、
燃
え
る
ご
み
に
混
入
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
正
し
く
分
別
し
、
適
切
な

処
分
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

①
感
染
性
医
療
廃
棄
物

②�

殺
虫
剤
、
殺
菌
剤
、
農
薬
等
の
薬
品
類
、

塗
料
等

③�

火
薬
、
ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
ラ
イ
タ
ー
、
ス

プ
レ
ー
缶
等
の
爆
発
性
物
質

④
金
属

⑤
布
団
、
絨
毯
、
毛
布
、
カ
ー
テ
ン

�

※
切
断
し
て
も
不
可

⑥�

シ
ー
ト
、
縄
、
紐
類
※
幅
50
㎝
、
長
さ

50
㎝
以
上
の
も
の

⑦
ガ
ラ
ス
、
石
、
岩

⑧�

廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ

※
食
用
以
外
の
も
の

⑨
レ
ン
ガ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

⑩
家
具
、
板
、
木
（
枝
）

※
太
さ
３
㎝
、
最
長
辺
40
㎝
以
上
の
も
の

⑪
ロ
ー
ル
紙
、
大
き
な
紙
、
圧
縮
し
た
紙

⑫
家
電
製
品

⑬
蛍
光
灯
、
照
明
器
具

⑭
水
銀
、
バ
ッ
テ
リ
ー
、
電
池

⑮
著
し
く
悪
臭
を
発
す
る
も
の

※
今
後
、
追
加
さ
れ
る
場
合
が�

あ
り
ま
す
。

問
合
せ�　
保
健
衛
生
課　

　
　
　
　
☎
８
２
‐
１
７
７
７

※各家庭からの持込ごみと事業系ごみは、
　小川地区衛生組合に搬入し、計量などを実施します。

処理施設搬入までの流れ

分別方法が変更になるもの ４月１日からの新たな出し方
カーテン、カーペット、絨毯、シーツ、
タオルケットなど 粗大ごみ　※切断しても不可
衣類・布類 衣類（資源回収）※切断しても不可

最長辺５０㎝以内、太さ３㎝未満の枝など
最長辺４０㎝以内とし、３０㎝程度に束
ねて燃えるごみ�
※太さ３㎝以上の枝は粗大ごみ

太さ３㎝以上の板など 粗大ごみ

カバン・皮製品（３０㎝以内） 廃プラスチック
※３０㎝以上は、粗大ごみ

※�「粗大ごみ」は、小川地区衛生組合に直接搬入で適正に処理してください。
　�また、車等がなく直接搬入できない場合は戸別収集（有料）がございますので保健
衛生課にお問合せください。

寄居バイオガスプラント

寄居工場

ごみステーションに出す燃えるごみ
（家庭系ごみ）

各家庭が持ち込む燃えるごみ
（家庭系ごみ）

事業者の燃えるごみ
（事業系ごみ）

小
川
地
区
衛
生
組
合

7


